
 

 

工業用水道事業 需要拡大の取り組みについて 

 

１．本県の工業用水道事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 都道府県営工業用水事業者 39 団体のうち、滋賀県の規模は 25 位、契約率も 25 位である。 

 （滋賀県の配水能力 122,900 ㎥/日、契約水量 78,753 ㎥/日、契約率 64％） 

 企業庁では健全経営を維持するためにも、需要拡大を図る必要がある。 

 

２．工業用水道の需要拡大への課題 

 

 ①環境対策への意識の高まりにより、企業活動においても節水が進む。 

 ②企業の工場進出は秘匿情報であるため動向がつかみにくく、工場進出が公表された時点

では、工場の設計や水の調達方法について既に確定済みであるケースが多い。 

③臨海工業地帯に比べ、内陸部である本県に立地する企業が必要とする水量は、比較的少

ない。 

 ④工業用水申込時には、引込管工事の費用負担が発生する。 

 

３．令和３年度の新たな取組 

 

①企業庁内に設置した「工業用水新規需要拡大チーム」により、新規受水や増量を検討す

る企業に対し、受水に必要な条件等の情報を提供。 

②企業立地推進室の「企業立地サポートチーム」に加入し、県内への工場進出情報や工場

用地情報等を共有。また、ホームページの相互リンクを実施。 

令 和 ４ 年 （ 2 0 2 2 年 ） ５ 月 1 8 日 

土 木 交 通 ・ 警 察 ・ 企 業 常 任 委 員 会 

企 業 庁 経 営 課 
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③新たに工業用水ＰＲリーフレットを作成し、供給地域の市町企業立地推進部局等へ配布。 

④経済団体と協力し機関誌での工業用水のＰＲや、企業向け施設見学会を行い需要拡大に

向けた意見交換を実施。 

⑤企業向け展示会等に出展し、琵琶湖を水源とした工業用水のメリットについて情報発信。 

⑥引込管工事費用にかかる支援制度の拡充。 

  対象の追加：新規受水企業だけでなく増量も対象に追加。 

工業団地等を整備する開発業者や市町等も対象に追加。 

   金額の拡充：基本料金の 1.5 年分から 3.5 年分に拡充。 

 

以 前                  

     

 

 

 

  拡充後                  

 

 

 

支援額合計（基本水量 500 ㎥/日の場合） 

 
彦 根 南 部 

以 前 拡充後 以 前 拡充後 

基本料金の減免 383 万円 383 万円 949 万円 949 万円 

引込管工事費用の支援 380 万円 890 万円 945 万円 2,215 万円 

計 763 万円 1,273 万円 1,894 万円 3,164 万円 

 

４．今後のさらなる推進 

 

企業立地推進室や市町、経済団体との連携強化により、「コロナ後」の経済活動の再活性

化、サプライチェーンの国内回帰などの経済動向を見据え、琵琶湖を水源に安定した水量を

利用できることや、工業用水の需要拡大優遇制度を拡充したことなど、本県ならではのメリ

ットを積極的に発信し、更なる需要拡大に努める。 

  具体案）「東京本部」や「ここ滋賀」と連携した東京での情報発信 

      「関西広域連合」や「2025 年の大阪・関西万博」を契機とした情報発信 

 

令和４年４月 23,24 日          令和４年４月 28 日 

    アジア・太平洋水フォーラム       公益社団法人日本水道協会 

（熊本県）               滋賀県支部総会の展示ブース 
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